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西部地区再整備事業の対象地区
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以下の西部12町の臨港地区（無指定区域
を除く）を除く約330ha

【対象地区】
・入舟町 ・船見町
・弥生町 ・弁天町の一部
・大町の一部 ・末広町の一部
・元町 ・青柳町
・谷地頭町 ・住吉町
・宝来町 ・豊川町の一部



将来像と基本理念

○ 将来像 ○ 基本理念
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推進体制の構築および重点プロジェクト

○ 推進体制の構築（令和元年10月１日設置）

○ 重点プロジェクト
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⇒ 令和３年４月１日より西部地区再整備担当部次長を専任配置し，体制強化



共創のまちぐらし推進プロジェクト

○ まちぐらし事業の検討・実施・検証

○ まちを学ぶ場の提供

・市民等のまちづくりへの関心を高め，持続的に
まちに関わる人材を育てるための学びと実践の場を
提供する

【まちぐらし事業】
・基本理念に基づき，市民等の創意工夫によるまちぐらしの実現に向けた取組を進める
ための実証実験を実施する

【検討】
・市民等とのワークショップなどを通じて，まちぐらし事業のためのアイディアや実施
方法を検討する

【実施】
・検討に関わった市民等のそれぞれが当事者となるよう役割分担を行いながら共創で
実施する

【検証】
・効果や課題などについて多面的な検証を行う
・必要な修正を加え，本格事業化・再試行・休止など事業の分類を行う
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共創のまちぐらし推進プロジェクト

○ 「西部地区まちぐらし検討会議」の設置（令和２年９月１日設置）

・西部地区再整備事業の進め方の検討や意見交換等を市民と協働で行うため，学識経験
者や各種関係団体，公募市民などで構成
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区分 選出分野・団体 委員名 所属・役職

学
識
経
験

の
あ
る
者

参加型まちづくり 岡本 誠 公立はこだて未来大学 教授

観光学 奥平 理 北海道教育大学函館校 准教授

各
種
団
体
の
役
員
等

（一社）函館国際観光コンベンション協会 内澤 博昭 企画宣伝委員長

函館商工会議所 國谷 大輔
金融・不動産・情報部会 議員
幹事

NPO法人はこだて街なかプロジェクト 山内 一男 理事長

（公社）北海道宅地建物取引業協会函館支部 竹内 優之 相談業務・研修委員長

（公社）全日本不動産協会北海道本部道南ブロック 平出 実 副ブロック長

函館市町会連合会 犬石 道正 元町町会 副会長

公
募
市
民

一般公募 京田 教子

一般公募 矢田 項一



町会活性化プロジェクト

○ 新たな人材との協働による町会活性化の推進

【検討・実施】

・対象地区から特性の異なる数町会をモデルとして抽出し，協働でプロジェクトを実施

・市職員や学生等による町会活性化のための特別チームを創設

・特別チームと町会で特別会議を行い，町会の状況や課題を分析し，必要な方策を検討

・活性化のために必要とされた方策について，町会と特別チームの協働で試行
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【検証】

・単年度ごとにプロジェクトの内容を検証し，モデル町会の変更，事業の継続など検討

・全体の内容を記録した報告書を作成し，他の町会とも共有し，活性化につなげる

・地域包括支援センター，地域の各種団体，小中学校，高校・大学等との連携を推進



町会活性化プロジェクト

【実績】

２０１９年度（モデル町会：元町町会）

○課題：役員や町会活動参加者の減少

○方策：将来の担い手となる参加者増加の取組み

○実施：子どもと親世代の参加しやすい行事実施

（もちづくり・豆まき大会）
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２０２０年度～（モデル町会：弁天町会）

○課題：地域コミュニティ活動への若者の参加者減

○方策：若者が参加しやすい環境・仕組みづくり

○実施：新たな人材と町会の協働による活動実施

・「荘プロジェクト」メンバーと町会の協働

・スマイルくらぶ（各レクリエーション）

・しゅくだいクラブ

【２０２２年度進捗】 青柳町会，弥生町会



既存ストック活性化プロジェクト

○ 既存ストック活性化プロジェクト実施方針（令和３年１月１９日）

・地区内の空家・空地，狭小宅地や未接道敷地等の低未利用不動産等を地区の重要な既

存ストックと位置づけ，民有地，公有地を含めた活用策を検討・実施し，良好な宅地

の供給や生活利便施設の導入，観光交流施設の拡充などを進め，活性化を促進
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・プロジェクトを推進していくため，３つの事業を重点的・計画的に実施

（１）重点整備街区再整備事業

（２）民有不動産再整備活用事業

（３）公有不動産再整備活用事業

・民間のノウハウを活用しながら，不動産の売買や管理などに主体的に関与

・歴史的建造物などの地域資源を活用したまちづくりを効果的・効率的に実施

・民間実施団体「（仮称）西部地区再整備会社」を設立し，市と密接に連携

【目的】

【実施方針】

株式会社はこだて西部まちづくRe-Design（HWeR）設立（令和３年７月）



事業計画

（１）実施事業の全体像

事業名 事業内容

重点整備街区再整備事業

空地や未接道敷地などの低未利用不動産等について，街区の正常化と
流通の促進を図るため，街区における当該不動産の割合や地権者の売却
等の意向を踏まえ，今後１５年で整備を検討する「重点整備街区」を選
定し，再整備を実施する。
選定した重点整備街区のうち，１５街区を今後５年間で優先的に事業

を推進する街区とし，毎年２～３街区を対象に所有者等と交渉を行い，
そのうち１～２街区を事業化することを目標とする。

公有不動産再整備活用事業
現在，使用されていない公有建築物や，もと西小・中学校跡地などの

公有地等で，活用の可能性の高い物件について，活用方法を検討し，事
業を進めていく。

民有不動産再整備活用事業

民有の歴史的建造物等で，現在，空家になっているなど，事業として
活用できる可能性の高い物件について，所有者の意向を確認のうえ，活
用方法を検討し，事業を進めていく。
具体的な活用策としては，歴史的建造物等を購入または賃借して，リ

ノベーションを実施し，店舗用賃貸物件やリモートワーク拠点等として
利活用する。

その他事業（大都市圏企業等
の誘致のための事業展開）

ポストコロナ社会の新たな働き方や住まい方を踏まえ，「働く」・
「学ぶ」・「楽しむ」場としてのコワークスペースの活用等により，大
都市圏の関係人口増加や地域の活性化とともに，西部地区の不動産既存
ストックについて，コワークスペース・リモートワークスペース等とし
ての新たな利活用を図る。
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事業概要

（１）重点整備街区再整備事業

① 整備イメージ

② 整備の流れ
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土地/建物所有者

②土地/建物代金支払い

③工事請負契約（解体）

④解体費支払い

契約等関係

資金の流れ

①土地/建物売買契約

HWeR

不動産事業者など

⑥土地代金支払い⑤土地売買契約

解体工事事業者土地/建物所有者

土地/建物所有者



事業概要

（１）重点整備街区再整備事業

③ 今後のスケジュール
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

フ
ェ
ー
ズ
１

フ
ェ
ー
ズ

２

所有者交渉等
(２～３街区)

所有者交渉等
(２～３街区)

所有者交渉等
(２～３街区)

所有者交渉等
(２～３街区)

所有者交渉等
(２～３街区)

事業化
(１～２街区)

事業化
(１～２街区)

事業化
(１～２街区)

事業化
(１～２街区)

※ 2026年度には，整備する街区の見直しを行い，2027年度以降もフェーズ１と同様の整備の流れを繰り返す

所有者交渉等
(２～３街区)

事業化
(１～２街区)

整備街区の
見直し



事業概要

（２）公有不動産再整備活用事業

所在地 元町12番18号

建築年 明治43年（築110年）

構造・階数 木造・地上２階建て

延べ面積 367.96㎡（１階198.03㎡，２階169.93㎡）

その他
北海道指定有形文化財
伝統的建造物（保存計画番号33）

② 参考施設（例）：旧北海道庁函館支庁庁舎

函館市 HWeR

施設運営者

⑥経費の負担
（改装費等）

改装工事事業者

②施設設置料支払い

③工事請負契約（改装）

④改装費支払い

契約等関係

資金の流れ

① 活用イメージ

①建物使用申請/許可
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⑤業務委託契約



事業概要

（３）民有不動産再整備活用事業

所在地 大町８番21号

建築年 大正２年（築107年）

構造・階数 木造・地上２階建て

敷地面積 191.10㎡

延べ面積
(長屋建て)

道路側 140.49㎡（１階82.64㎡ ２階57.85㎡）
裏側 79.32㎡（１階39.66㎡ ２階39.66㎡）

その他 函館市景観登録建築物候補物件

② 参考候補施設（例） ※現在利用されていない民有不動産

① 活用イメージ

建物所有者 改装工事事業者

②賃料支払い

③工事請負契約（改装）

④改装費支払い

契約等関係

資金の流れ

①建物賃貸借契約

HWeR

施設運営者
（商業テナントなど）

⑥賃料支払い⑤建物賃貸借契約
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函館西部まちぐらし共創サロンについて



函館西部まちぐらし共創サロンについて

「共創のまちぐらし推進プロジェクト」の進め方や具体の取り組みについて

「共創のまちぐらし企画会議」（ワークショップ等）で協議
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西部地区における共創のまち育て

地域住民をはじめ，市民やまちづくりに関わる参加者が

西部地区の未来を考え，共有し，まちぐらしを語り合う「場」

【経過】

【目的・コンセプト】

・西部地区まちぐらし検討会議委員，地元事業者，地元関係団体等

・計２回開催（R３.７月・10月）のほか，コアメンバーと定期的に検討

「共創サロン」（共創の場づくり）の開催（設置）を決定

・参加者一人ひとりの意見やアイデアを尊重

・今後サロンから立ち上がるプロジェクトを，参加者が主体的に運営



函館西部まちぐらし共創サロンについて

「まちぐらしの将来像」を共有するための「場」

まちに関わる機会およびまちで活躍できる「場」
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【活動内容等】

【運営体制】

・まちぐらしコミュニティの形成（仲間・居場所づくりなど）

・まちぐらしプロジェクトの組成（アイデアから活動へ）
・まち学びの提供について（担い手育成など）
・民間主導で実施しているまちぐらし活動との連携について
・その他，サロン運営に必要と認められる活動など

函館市西部まちぐらし
デザイン室

（株）はこだて西部
まちづくRe-Design

函館市西部地域
振興協議会

「西部地区ならではのまちぐらし」の実現に向けた

民間事業者

企 画

関係団体

連携・調整



まちぐらし共創サロン
・共創のまちづくりの拠点
・共創のまち育て
・まちの将来像を共有
・まちに関わる機会・活躍の場
・コミュニティの形成
・プロジェクトの組成
・担い手育成，連携

函館西部まちぐらし共創サロンについて
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【各プレーヤーに期待する主な役割】

まちづくり会社
（HWeR）

エリアマネジメントの推進役
事業手法・資金調達等の検討

住民（市民）

自らが住み，より暮らしやすい
「まち」にしていくための主役

学 校
課外授業・フィールドワーク等
を通じてのまちぐらし活動への
参加・シビックプライド醸成

地権者

遊休不動産等の利活用の
検討・促進

行 政
（市まちぐらしデザイン室）
支援・事業手法の検討
法規制等への対応
事業全体の各種調整

企業・団体

各々の活動を通じ，住民と共に
まちぐらし活動へ参加・支援



函館西部まちぐらし共創サロンについて
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【共創サロンに期待する効果】

まちづくり
会社

住民
（市民）

学 校地権者

行 政

企業・
団体

エリア価値の向上

まちなか空間
利活用ＰＪ

個別プロジェクトまちづくり
共創サロン

地域情報
発信ＰＪ

リノベＰＪ

まち学びＰＪ

●●ＰＪ

Phase１
(ブレスト・ワークショップ）

Phase２
（パイロットPJ）

期待効果

◆居住等誘導

◆関係人口の
創出・拡大

◆新たな事業
機会の創出

◆新たな担い手
の育成

◆地域課題の解消

検証・再投資

循 環



函館西部まちぐらし共創サロンについて
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【共創サロン活動の見える化】

市民等との情報共有の促進を図るため，ウェブサイト等における
情報集約基盤を整備するなど，活動の見える化に努める
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函館西部まちぐらし共創サロン

個別プロジェクト（案）について



個別プロジェクト（案）「西部地区まちなか空間利活用プロジェクト」

名 称 西部地区まちなか空間等利活用プロジェクト

目指すこと
・日常的な公共空間・民間空地などまちなか空間の利活用
・まちなかへの回遊性，滞在時間の増加
・担い手の発掘，収益事業の創出 など

内 容
・まちなか空間等の利活用の方策を検討・実施
※企画・管理，場所選定，運営，ＰＲなど

・空間利活用に対するニーズ調査 など

財 源 出展料，負担金，協賛ほか

（事業概要）
公園をはじめ，道路や空家・空地などのまちなか空間を

舞台に，日常的に住民・市民が集い，観光客もひきつける
空間の多様な利活用方法を探り，今後の継続性ある日常的
な空間等の利活用の方策を検討・試行し，西部地区ならで
はの魅力あふれる新たな賑わいと憩いの場の創出を図る。

（検討項目）
●場所選定（元町公園，道路空間，民間空地など），
街なかを彩るコンテンツの検討・展開

●各プロジェクトとの連動
※民間事業者によるまちづくり事業とも連携

（街角NEW CULTURE，民俗祭，函館西部バル街など）
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名 称 西部地区地域情報発信プロジェクト

目指すこと
・共創ラボ編集部の立ち上げ（市民公募等）
・共創活動・取り組みの見える化
・関係人口の創出 など

内 容
・共創サロンに係る取り組み等の情報発信・共有
・地域情報プラットフォーム化
・地域内外への情報発信 など

財 源 自己資金，広告協賛ほか

（事業概要）
西部地区の魅力あるモノ・人・場所・体験・暮らしなどを

より多くの地域内外の人に伝えながら，西部地区のファンを
増やし，関係人口（居住誘導，起業など）の創出を目指すも
のである。また，共創のまちぐらし推進プロジェクトにおけ
る各種取り組み（共創サロン，各プロジェクト）の見える化
を進め，ウェブサイトや各種媒体等での情報発信により，
市民等との情報共有を図る。

（検討項目）
●共創サロン活動・取り組みの発信
●地域情報（モノ・人・体験・暮らしなど）の発信
●発信方法・発信媒体など

個別プロジェクト（案）「西部地区地域情報発信プロジェクト」
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名 称 西部地区リノベーションまちづくりプロジェクト

目指すこと

・関係人口の創出・拡大，居住誘導等
・コミュニティ再生，担い手の発掘・育成
・民間主体による事業創出や起業・創業の誘発
・エリア価値の向上 など

内 容
・意義や効果等を学ぶセミナー等の開催
・構想の策定等，新たなチャレンジ・場づくりの推進
・官民連携による各種調整 など

財 源 クラウドファンディングほか

（事業概要）
空家・空き店舗等のリノベーションを通じて，遊休不動産の

利活用を促進するとともに，起業・創業の促進や雇用の創出，
コミュニティの活性化等を図る「リノベーションまちづくり」
を推進するため，官民が連携した効果的なまちづくり事業を
行うことを目的とする。

（検討項目）
●リノベーションまちづくりの意義や効果等を学ぶセミナー等の開催
●リノベーションまちづくりに取り組む主体的な組織の組成
●リノベーションまちづくり構想の策定
●不動産オーナーの創発・協力等
●起業支援に係る官民連携事業（起業希望者等のサポート等） など

個別プロジェクト（案）「西部地区リノベーションまちづくりプロジェクト」
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西部地区まちなか空間利活用プロジェクト

「元町マーケット」の開催（R4.7.9,10）

NHK NEWS WEB（北海道NEWS WEB）

西部地区の活性化を函館市元町公園で地域イベント開催｜NHK 北海道のニュース

個別プロジェクト（案）「西部地区まちなか空間利活用プロジェクト」
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https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220709/7000048381.html?fbclid=IwAR2tElDkBxLCCkvrUlciyqBWZiVEKeUftM49ACq_X4Gp_paSYk84LYMJwxk

